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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発
電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統
電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電シ
ステムに用いられる電力管理システムであって、
　前記系統電圧のデータを取得するデータ取得部と、
　少なくとも前記データ取得部が取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生
リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定
部と、
　設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理部と
　を備えることを特徴とする電力管理システム。
【請求項２】
　前記レベル設定部は、前記データ取得部が取得した系統電圧の大きさに応じて、前記複
数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定することを特徴とする請求項１記
載の電力管理システム。
【請求項３】
　前記データ取得部が系統電圧を取得したときの状況に対応する付加情報を取得する付加
情報取得部と、
　前記複数のリスクレベルのそれぞれに系統電圧および付加情報を対応付けた基準情報を
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記憶した基準情報記憶部とをさらに備え、
　前記レベル設定部は、前記データ取得部が取得した系統電圧および前記付加情報取得部
が取得した付加情報を前記基準情報に照合することによって、前記複数のリスクレベルか
ら、いずれかのリスクレベルを設定する
　ことを特徴とする請求項１記載の電力管理システム。
【請求項４】
　前記データ取得部が取得した系統電圧および前記付加情報取得部が取得した付加情報の
履歴である履歴情報を格納する履歴記憶部と、
　前記電圧逸脱状態が発生したことを検知する逸脱検知部と、
　前記電圧逸脱状態が発生したことが検知された場合に、前記電圧逸脱状態が発生した時
点から所定時間前の系統電圧および付加情報を、前記所定時間の時間長さに応じたリスク
レベルに対応付けて、前記基準情報記憶部に格納する学習部と
　をさらに備えることを特徴とする請求項３記載の電力管理システム。
【請求項５】
　前記付加情報は、前記データ取得部が系統電圧を取得したときの天気情報、前記データ
取得部が系統電圧を取得したときの気温情報、前記データ取得部が系統電圧を取得したと
きの日の属性情報の少なくとも１つであることを特徴とする請求項３または４記載の電力
管理システム。
【請求項６】
　前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが所定レベルになった場合、前記電
圧逸脱状態の注意情報を機器から通知させる制御信号を送信することを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項７】
　前記配電システムは、蓄電装置から前記負荷へ電力を供給し、前記商用電力および前記
分散電源の発電電力を前記蓄電装置が備える蓄電池に充電する充電動作がさらに可能に構
成されており、
　前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが所定レベルになった場合、前記蓄
電池の充電操作をユーザに要求する動作を機器に実行させる制御信号を送信する
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項８】
　前記配電システムは、蓄電装置から前記負荷へ電力を供給し、前記商用電力および前記
分散電源の発電電力を前記蓄電装置が備える蓄電池に充電する充電動作がさらに可能に構
成されており、
　前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが所定レベルになった場合、前記充
電動作の実行を前記蓄電装置に指示するための制御信号を送信する
　ことを特徴とする請求項１乃至５いずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項９】
　リスクレベルが前記所定レベルになるか否かを予測する予測部をさらに備えることを特
徴とする請求項８記載の電力管理システム。
【請求項１０】
　リスクレベルが前記所定レベルになると前記予測部が予測した場合に、前記リスク管理
部は、リスクレベルが前記所定レベルになると予測されるタイミングまでに前記蓄電池の
放電を前記蓄電装置に指示する制御信号を送信することを特徴とする請求項９記載の電力
管理システム。
【請求項１１】
　所定期間における前記蓄電池の放電を要求する要求信号を受信するＤＲ取得部をさらに
備え、
　リスクレベルが前記所定レベルになると予測されるタイミングと、前記所定期間とが重
複する場合、前記リスク管理部は、前記予測されるタイミングにおいて前記電圧逸脱状態
が発生する可能性と前記要求信号の有無とに応じて、前記予測されるタイミングまでに前
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記蓄電装置に指示する制御を前記蓄電池の放電または前記蓄電池の充電に設定する
　ことを特徴とする請求項９記載の電力管理システム。
【請求項１２】
　前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが前記所定レベルになった場合、前
記データ取得部が取得した系統電圧の大きさに基づく前記蓄電池の充電レートの情報を前
記制御信号に付加することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか一項に記載の電力管
理システム。
【請求項１３】
　前記配電システムは、蓄電装置から前記負荷へ電力を供給し、前記商用電力および前記
分散電源の発電電力を前記蓄電装置が備える蓄電池に充電する充電動作がさらに可能に構
成されており、
　前記リスク管理部は、
　前記設定されたリスクレベルが第１レベルになった場合、前記電圧逸脱状態の注意情報
を機器から通知させる第１制御信号を送信し、
　前記設定されたリスクレベルが前記第１レベルより高い第２レベルになった場合、前記
蓄電池の充電操作をユーザに要求する動作を機器に実行させる第２制御信号を送信し、
　前記設定されたリスクレベルが前記第２レベルより高い第３レベルになった場合、前記
充電動作の実行を前記蓄電装置に指示するための第３制御信号を送信する
　ことを特徴とする請求項１乃至５いずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項１４】
　前記配電システムにおいて、前記逆潮流動作によって前記電力系統に逆潮流した電力は
売電され、前記電圧逸脱状態が発生したことによって前記逆潮流動作が停止した場合、前
記逆潮流動作が停止した期間における前記発電電力は、前記負荷が消費する総需要電力以
下となるように調整されており、
　前記逆潮流動作が停止した場合に抑制された前記発電電力である抑制電力を推定する抑
制電力推定部と、
　前記抑制電力による損失に関する損失データを作成し、前記損失データを送信する損失
導出部と
　をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項１５】
　前記分散電源は、太陽光発電装置であることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか
一項に記載の電力管理システム。
【請求項１６】
　電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発
電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統
電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電シ
ステムに用いられる電力管理方法であって、
　前記系統電圧のデータを取得するデータ取得ステップと、
　少なくとも取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数
のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定ステップと、
　設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理ステッ
プと
　を備えることを特徴とする電力管理方法。
【請求項１７】
　電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発
電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統
電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電シ
ステムに用いられるプログラムであって、
　コンピュータを、
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　前記系統電圧のデータを取得するデータ取得部と、
　少なくとも前記データ取得部が取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生
リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定
部と、
　設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理部とし
て機能させる
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に電力管理システム、電力管理方法、およびプログラム、より詳細には
発電電力を電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成された配電システムに用いら
れる電力管理システム、電力管理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽光発電装置等の分散電源による発電電力を商用電源と組み合わせ、さらに蓄
電池に蓄電して、商用電源、分散電源、蓄電池から機器へ電力を供給する配電システムが
ある（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のような配電システムは、戸建ての住戸、集合住宅、事業所などの需要家施設に設
置されており、分散電源の発電電力を電力系統に逆潮流させて売電することができる。
【０００５】
　しかしながら、多数の需要家施設のそれぞれから発電電力を逆潮流させると、電力系統
の系統電圧が上昇して、電力系統が不安定となる可能性がある。そこで、配電システムで
は、系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生すると、逆潮流（売電）を停止して
しまう。
【０００６】
　この逆潮流停止（売電停止）は、売電によって本来得ることができる利益をユーザが得
ることができず、経済的な損失となる。
【０００７】
　本発明は、上記事由に鑑みてなされており、その目的は、系統電圧が電圧逸脱状態とな
ることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる電力管理システム、電力管理
方法、およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電力管理システムは、電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発
電電力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に
構成され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前
記逆潮流動作が停止する配電システムに用いられる電力管理システムであって、前記系統
電圧のデータを取得するデータ取得部と、少なくとも前記データ取得部が取得した系統電
圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれ
かのリスクレベルを設定するレベル設定部と、設定されたリスクレベルに応じて機器を制
御する制御信号を送信するリスク管理部とを備えることを特徴とする。
【０００９】
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　本発明の電力管理方法は、電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電
力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成
され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆
潮流動作が停止する配電システムに用いられる電力管理方法であって、前記系統電圧のデ
ータを取得するデータ取得ステップと、少なくとも取得した系統電圧に基づいて、前記電
圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設
定するレベル設定ステップと、設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号
を送信するリスク管理ステップとを備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明のプログラムは、電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力
を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成さ
れ、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮
流動作が停止する配電システムに用いられるプログラムであって、コンピュータを、前記
系統電圧のデータを取得するデータ取得部と、少なくとも前記データ取得部が取得した系
統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、い
ずれかのリスクレベルを設定するレベル設定部と、設定されたリスクレベルに応じて機器
を制御する制御信号を送信するリスク管理部として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように、本発明では、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆
潮流停止の発生を抑えることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１の電力管理システムが用いられる配電システムの構成を示すブロック
図である。
【図２】実施形態１の系統電圧の制御例を示す波形図である。
【図３】実施形態１の変形例の電力管理装置を示すブロック図である。
【図４】実施形態２の電力管理システムが用いられる配電システムの構成を示すブロック
図である。
【図５】実施形態２の動作を示すフローチャートである。
【図６】実施形態２の別の動作を示すフローチャートである。
【図７】実施形態２の第１変形例の電力管理装置を示すブロック図である。
【図８】実施形態２の第２変形例の電力管理装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
　　（実施形態１）
　図１は、配電システムの全体構成を示す。配電システムは、電力管理装置１、分電盤２
、電力変換装置３、太陽電池４、蓄電装置５、情報端末６を主構成として備えて、負荷７
へ電力を供給している。なお、図１において、構成要素間の実線は電力経路を示し、構成
要素間の破線は通信経路を示す。また、本実施形態では戸建ての住戸に配電システムを適
用した形態について説明するが、集合住宅や事業所などの需要家施設に配電システムを適
用してもよいことは言うまでもない。
【００１５】
　分電盤２は、商用電源８から電力系統Ｌ１を介して交流電力（商用電力）を供給され、
電力変換装置３から交流電力を供給される。そして、分電盤２は、主幹ブレーカおよび複
数の分岐ブレーカ、開閉器等からなる分岐部２１を盤内に備えている。分電盤２は、、複
数の分岐ブレーカのそれぞれの負荷側にて分岐した複数系統の分岐回路Ｌ２を介して負荷
７に交流電力を供給する。なお、図１の負荷７は、分岐回路にそれぞれ接続された照明装
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置、空調装置、情報機器などの電気機器である。
【００１６】
　また、分電盤２は、電圧計測部２２を盤内に備えている。電圧計測部２２は、電力系統
Ｌ１の系統電圧を計測して、系統電圧の計測データを生成する。電圧計測部２２は、定期
的に計測データを生成しており、例えば１分間隔で計測データを生成する。この電圧計測
部２２は、分電盤２内の主幹ブレーカに付設されていることが好ましいが、分電盤２の外
部に設けられる構成であってもよい。
【００１７】
　また、分電盤２は、宅内通信部２３を備えている。宅内通信部２３は、電力管理装置１
、電力変換装置３との間で通信を行う通信インタフェースとして機能する。
【００１８】
　さらに、分電盤２は、電力計測部２４を備えている。電力計測部２４は、分電盤２内の
各部の電流を計測することで、後述の総需要電力、逆潮流電力などの各電力の計測データ
を生成することができる。電力計測部２４は、定期的に計測データを生成しており、例え
ば１分間隔で計測データを生成する。そして、電力計測部２４は、宅内通信部２３を介し
て、電力の計測データを電力管理装置１へ定期的に送信する。
【００１９】
　電力変換装置３は、宅内通信部３１、第１電力変換部３２、制御部３３を備える。宅内
通信部３１は、電力管理装置１、分電盤２および蓄電装置５との間で通信を行う通信イン
タフェースとして機能する。
【００２０】
　第１電力変換部３２は、太陽電池４から出力される直流電力を交流電力(発電電力)に変
換して、分電盤２を通して電力系統Ｌ１に供給する。第１電力変換部３２は、電力系統Ｌ
１との系統連系が可能となるように、出力する発電電力の周波数および出力電圧を調節す
る機能を有している。電力系統Ｌ１に供給された発電電力は、分電盤２から分岐回路Ｌ２
を通って負荷７へ供給される。負荷７で消費されない余剰電力は、電力系統Ｌ１を通って
逆潮流して売電されるか、あるいは蓄電装置５で後述の蓄電池５３の充電に用いられる。
【００２１】
　制御部３３は、宅内通信部３１、第１電力変換部３２の各動作を制御する。例えば、制
御部３３は、第１電力変換部３２の動作を制御して、第１電力変換部３２が出力する発電
電力を増減させることができる。さらに、制御部３３は、蓄電池５３の充電率（ＳＯＣ：
State Of Charge）、充電電力、放電電力の各計測データを蓄電装置５から取得すること
ができる。そして、制御部３３は、発電電力、充電電力、放電電力、充電率の各計測デー
タを、宅内通信部３１から分電盤２を経由して電力管理装置１へ送信することもできる。
【００２２】
　なお、本実施形態において、第１電力変換部３２と太陽電池４とで、太陽光発電装置４
０を構成している。
【００２３】
　蓄電装置５は、宅内通信部５１、第２電力変換部５２、蓄電池５３を備える。宅内通信
部５１は、電力変換装置３との間で通信を行う通信インタフェースとして機能する。
【００２４】
　第２電力変換部５２は、蓄電池５３の充電および放電を行う機能を有している。具体的
に、第２電力変換部５２は、分電盤２から供給される商用電力、太陽光発電装置４０の発
電電力を直流電力に変換して、蓄電池５３を充電する。また、第２電力変換部５２は、蓄
電池５３から供給される直流電力を交流電力（放電電力）に変換して電力変換装置３を経
由して分電盤２へ供給し、蓄電池５３を放電させる。放電電力は、分電盤２を通って電力
系統Ｌ１に供給され、分電盤２から分岐回路Ｌ２を通って負荷７へ供給される。さらに、
第２電力変換部５２は、電力系統Ｌ１との系統連系が可能となるように、出力する放電電
力の周波数および出力電圧を調節する機能を有している。
【００２５】
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　なお、第２電力変換部５２は電力変換装置３に内蔵されて、電力変換装置３が蓄電池５
３の充放電を行う構成であってもよい。
【００２６】
　すなわち、太陽光発電装置４０の発電電力は、負荷７で消費される需要電力、蓄電池５
３を充電する充電電力、電力系統Ｌ１へ逆潮流する逆潮流電力のいずれかに用いられる。
さらに、蓄電装置５の放電電力は、需要電力に用いられる。
【００２７】
　電力管理装置１は、本実施形態の電力管理システムを構成している。なお、電力管理シ
ステムは、１台の電力管理装置１で構成される形態以外に、需要家施設内の複数の装置で
構成される形態、ネットワーク上のサーバで構成される形態、クラウドコンピュータシス
テムで構成される形態などがある。
【００２８】
　ここでは、電力管理装置１は、ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）のコント
ローラであることが望ましい。この電力管理装置１は、機器と通信することにより、機器
の動作状態を監視し、また機器の動作状態を制御することが可能である。ここでの機器は
、負荷７だけでなく、電力変換装置３、蓄電装置５、情報端末６も含まれる。つまり、機
器は、電力管理装置１と通信することにより、電力管理装置１に動作状態を送信し、電力
管理装置１からの指示を受信する。
【００２９】
　情報端末６には、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン、携帯電
話、専用端末などからいずれかが用いられ、電力管理装置１との間で通信して、各種情報
の表示、音声出力が可能な端末である。
【００３０】
　上述のような配電システムが、多数の需要家施設のそれぞれで用いられて、多数の需要
家施設のそれぞれから発電電力を逆潮流させると、電力系統Ｌ１の系統電圧が上昇して、
電力系統Ｌ１が不安定となる可能性がある。そこで、配電システムでは、系統電圧が上限
電圧を上回る電圧逸脱状態が発生すると、逆潮流（売電）を停止してしまう。この上限電
圧は、法規によって決められた値であり、本実施形態では１０７Ｖとする。なお、上限電
圧の具体的な値は、１０７Ｖに限定されるものではない。
【００３１】
　具体的に、電力変換装置３の制御部３３は、系統電圧の計測データを分電盤２から取得
する。そして、制御部３３は、系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生すると、
逆潮流電力が発生しないように発電電力を調整する。すなわち、発電電力が総需要電力（
負荷７のそれぞれで消費される需要電力の合計）以下となるように発電電力が調整される
。逆潮流電力の計測データは、例えば分電盤２の電力計測部２４で生成される。制御部３
３は、この逆潮流電力の計測データを電力計測部２４から取得して用いる。
【００３２】
　しかしながら、この逆潮流停止（売電停止）は、売電によって本来得ることができる利
益をユーザが得ることができず、経済的な損失となる。
【００３３】
　そこで、本実施形態では、電力管理装置１によって、以下の電力管理制御を行う。
【００３４】
　電力管理装置１は、宅内通信部１１、データ取得部１２、基準情報記憶部１３、レベル
設定部１４、リスク管理部１５、データ記憶部１６を備える。
【００３５】
　宅内通信部１１は、電力変換装置３との間で通信を行う通信インタフェースとして機能
する。
【００３６】
　なお、電力管理装置１、分電盤２、電力変換装置３、蓄電装置５の各間の通信方式は、
電波を伝送媒体とする無線通信、電力線あるいは専用線を伝送媒体とする有線通信などか
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ら選択される。無線通信の仕様は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）、特定小電力無線
局、Bluetooth（登録商標）などから適宜に選択され、有線通信の仕様は、電力線搬送通
信、有線ＬＡＮなどから適宜に選択される。この通信における上位層の通信プロトコルに
は、例えば、ECHONET Lite（登録商標）の規格などが用いられるが、具体的な通信プロト
コルは限定されない。
【００３７】
　データ取得部１２は、系統電圧の計測データを分電盤２から定期的に取得しており、例
えば１分間隔で計測データを取得する。データ取得部１２が取得した系統電圧の計測デー
タは、データ記憶部１６に格納される。すなわち、データ記憶部１６には、系統電圧の履
歴が記憶されている。
【００３８】
　さらに、データ取得部１２は、総需要電力、逆潮流電力などの各電力の計測データを分
電盤２から定期的に取得し、さらに電力変換装置３から、発電電力、充電電力、放電電力
、充電率の各計測データを定期的に取得している。各電力の計測データは、データ記憶部
１６に格納される。すなわち、データ記憶部１６には、総需要電力、逆潮流電力、発電電
力、充電電力、放電電力、充電率などの各履歴も記憶されている。
【００３９】
　レベル設定部１４は、データ取得部１２が取得した系統電圧を、基準情報記憶部１３に
格納されている基準情報と照合して、リスクレベルを設定する。ここで、リスクレベルと
は、電圧逸脱状態が発生するリスク（可能性）のレベルであり、本実施形態ではリスクレ
ベル「０」，「１」，「２」，「３」の４段階としている。基準情報は、４つのリスクレ
ベルのそれぞれに系統電圧を対応付けている。表１は、基準情報のテーブル構造の一例を
示す。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　この基準情報では、系統電圧が１０２Ｖ未満である場合のリスクレベルは「０」であり
、電圧逸脱状態が発生するリスクはない。系統電圧が１０２Ｖ以上且つ１０４Ｖ未満であ
る場合、リスクレベル「１」（第１レベル）である。系統電圧が１０４Ｖ以上且つ１０６
Ｖ未満である場合、リスクレベル「２」（第２レベル）である。系統電圧が１０６Ｖ以上
且つ１０７Ｖ未満である場合、リスクレベル「３」（第３レベル）である。リスクレベル
「１」では、電圧逸脱状態が発生するリスクが低レベルであり、リスクレベル「２」では
、電圧逸脱状態が発生するリスクが中レベルであり、リスクレベル「３」では、電圧逸脱
状態が発生するリスクが高レベルである。また、系統電圧が１０７Ｖ以上になった場合、
配電システムは売電停止となる。
【００４２】
　すなわち、レベル設定部１４は、データ取得部１２が取得した系統電圧に基づいて、電
圧逸脱状態のリスクレベルを定期的（例えば１分毎）に設定する。なお、複数のリスクレ
ベルのそれぞれに対応する系統電圧の範囲は、ユーザの操作などによって変更することが
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できる。
【００４３】
　リスク管理部１５は、レベル設定部１４によって設定されたリスクレベルに応じて機器
を制御する制御信号を生成して、宅内通信部１１を介して送信する。
【００４４】
　具体的に、リスク管理部１５は、リスクレベルが「０」である場合、電圧逸脱状態が発
生するリスクはないと判断して、制御信号の生成処理は実行しない。
【００４５】
　また、リスク管理部１５は、リスクレベルが「１」である場合、電圧逸脱状態が発生す
るリスクが低レベルであると判断して、電圧逸脱状態の注意情報を通知する通知信号（第
１制御信号）を、情報端末６へ送信する。この通知信号は、例えば「系統電圧が逸脱する
可能性があります」という注意情報のメッセージを表示させる画像データ、メッセージの
音声データなどである。
【００４６】
　この通知信号を受信した情報端末６は、注意情報を表示し、必要であれば音声出力も行
う。ユーザは、注意情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための対策を講じることがで
きる。例えば、ユーザの手動操作によって電力変換装置３の制御部３３に指示することに
よって、蓄電池５３の充電を開始することができる。この場合、太陽光発電装置４０の発
電電力は充電電力に用いられるので、逆潮流電力を減らして、系統電圧の上昇を抑えるこ
とで、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。また、分電盤２から供給される商用
電力が充電に用いられる場合も、電力系統Ｌ１から見た需要が増えることになるので、系
統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。
【００４７】
　また、リスク管理部１５は、リスクレベルが「２」である場合、電圧逸脱状態が発生す
るリスクが中レベルであると判断して、蓄電池５３の充電操作をユーザに要求する要求信
号（第２制御信号）を、情報端末６へ送信する。この要求信号は、例えば「系統電圧が逸
脱します。蓄電池の充電制御を行ってください」というアドバイス情報のメッセージを表
示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。
【００４８】
　この要求信号を受信した情報端末６は、アドバイス情報を表示し、必要であれば音声出
力も行う。ユーザは、アドバイス情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための具体的な
対策を知ることができる。したがって、専門的な知識のないユーザであっても、電圧逸脱
状態のリスクを減らすための具体的な対策を実行することができる。
【００４９】
　また、リスク管理部１５は、リスクレベルが「３」である場合、電圧逸脱状態が発生す
るリスクが高レベルであると判断する。そして、リスク管理部１５は、蓄電池５３を充電
する充電動作の実行を蓄電装置５に指示するための充電制御信号（第３制御信号）を、電
力変換装置３へ送信する。電力変換装置３では、制御部３３が、蓄電装置５に対して充電
制御の実行を指示する。
【００５０】
　充電制御の実行を指示された蓄電装置５では、第２電力変換部５２が、蓄電池５３の充
電を開始する。したがって、ユーザが手動操作をしなくても、蓄電池５３の充電動作が自
動で実行されるので、電圧逸脱状態を自動で抑制することができる。
【００５１】
　また、リスク管理部１５は、リスクレベルが「３」である場合、蓄電池５３の充電を自
動で行う旨をユーザに通知する通知信号を、情報端末６へ送信する。この通知信号は、例
えば「系統電圧が逸脱するため、蓄電池を充電制御します」というメッセージを表示させ
る画像データ、メッセージの音声データなどである。
【００５２】
　この通知信号を受信した情報端末６は、メッセージを表示し、必要であれば音声出力も
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行う。ユーザは、蓄電池５３の充電制御が自動的に実行されることを知ることができる。
【００５３】
　また、リスク管理部１５は、リスクレベルが「３」である場合、系統電圧の大きさに基
づく蓄電池５３の充電レートの情報を充電制御信号に付加することもできる。具体的に、
リスク管理部１５は、データ取得部１２が取得した系統電圧から、予め決められた中心電
圧（例えば、１０１Ｖ）を引いた値である電圧差を用いる。リスク管理部１５は、電圧差
が正である場合（すなわち、系統電圧が中心電圧より高い場合）、電圧差が大きいほど充
電レートを高くし、電圧差が小さいほど充電レートを低くする。
【００５４】
　そして、リスク管理部１５は、この充電レートの情報を付加した充電制御信号を電力変
換装置３へ送信する。電力変換装置３の制御部３３は、リスク管理部１５から指示された
充電レートによる充電制御の実行を、蓄電装置５に対して指示する。充電制御の実行を指
示された蓄電装置５では、第２電力変換部５２が、指示された充電レートで蓄電池５３の
充電を開始する。したがって、電圧差に応じた適切な充電レートで充電制御が行われるの
で、電力管理装置１は、充電制御による系統電圧の発振を抑えることができる。
【００５５】
　また、リスク管理部１５は、電圧差が負である場合（すなわち、系統電圧が中心電圧よ
り低い場合）、蓄電池５３を放電する放電動作の実行を蓄電装置５に指示するための放電
制御信号を、電力変換装置３へ送信してもよい。電力変換装置３では、制御部３３が、蓄
電装置５に対して放電制御の実行を指示する。放電制御の実行を指示された蓄電装置５で
は、第２電力変換部５２が、蓄電池５３の放電を開始する。
【００５６】
　したがって、電力の需要が増えて需給逼迫状態となり、系統電圧が低下した場合には、
蓄電池５３を放電させて放電電力を負荷７へ供給することができるので、需給逼迫状態を
抑制して、系統電圧の低下を抑えることができる。
【００５７】
　さらに、リスク管理部１５は、電圧差が負である場合、電圧差が大きいほど放電レート
を高くし、電圧差が小さいほど放電レートを低くしてもよい。この場合、リスク管理部１
５は、この放電レートの情報を付加した放電制御信号を電力変換装置３へ送信する。電力
変換装置３の制御部３３は、リスク管理部１５から指示された放電レートによる放電制御
の実行を、蓄電装置５に対して指示する。放電制御の実行を指示された蓄電装置５では、
第２電力変換部５２が、指示された放電レートで蓄電池５３の放電を開始する。したがっ
て、電圧差に応じた適切な放電レートで放電制御が行われるので、電力管理装置１は、放
電制御による系統電圧の発振を抑えることができる。
【００５８】
　図２は、上述の充電制御および放電制御が行われた場合の系統電圧の制御例であり、系
統電圧が徐々に中心電圧１０１Ｖに近付いており、系統電圧の発振を抑えて安定化が図ら
れている。
【００５９】
　また、電力管理装置１のリスク管理部１５は、リスクレベルが「３」である場合、蓄電
池５３の充電制御以外に、需要電力が増大する方向に負荷７の動作を制御することもでき
る。リスク管理部１５は、負荷７に対して制御信号を送信する。この場合、太陽光発電装
置４０の発電電力は負荷７の需要電力に用いられるので、逆潮流電力を減らして、系統電
圧の上昇を抑えることで、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。また、分電盤２
から供給される商用電力が負荷７の需要電力に用いられる場合も、電力系統Ｌ１から見た
需要が増えることになるので、系統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを減
らすことができる。
【００６０】
　次に、本実施形態の変形例について説明する。第１変形例において、電力管理装置１は
、図３に示すように、停止期間検出部１７、抑制電力推定部１８、損失導出部１９をさら
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に備える。
【００６１】
　電力管理装置１は、系統電圧を監視し、電圧逸脱状態のリスクレベルに応じて機器制御
を行うが、機器制御を実行しても系統電圧が逸脱し、売電停止状態になる場合がある。そ
こで、本実施形態では、売電停止状態になった場合、この売電停止による損失をユーザに
通知する。
【００６２】
　具体的に、電圧逸脱状態となって、売電停止状態になったとする。この場合、電力変換
装置３の制御部３３は、売電停止状態になったことを分電盤２経由で電力管理装置１へ通
知する。電力管理装置１の停止期間検出部１７は、売電停止状態の開始時刻（売電停止時
刻）を記憶する。その後、電圧逸脱状態が解除されて、売電が再開されたとする。この場
合、電力変換装置３の制御部３３は、売電を再開したことを分電盤２経由で電力管理装置
１へ通知する。停止期間検出部１７は、売電停止状態の終了時刻（売電再開時刻）を記憶
する。
【００６３】
　そして、抑制電力推定部１８は、売電停止時刻の直前における発電電力および総需要電
力をデータ記憶部１６から読み出し、この読み出した発電電力から総需要電力を引いた値
を、売電停止時刻の抑制電力とする。この抑制電力は、売電停止時刻（またはその直後）
に電力変換装置３によって抑制された発電電力とみなすことができる。
【００６４】
　また、抑制電力推定部１８は、売電再開時刻の直後における発電電力および総需要電力
をデータ記憶部１６から読み出し、この読み出した発電電力から総需要電力を引いた値を
、売電再開時刻の抑制電力とする。この抑制電力は、売電再開時刻（またはその直前）に
電力変換装置３によって抑制された発電電力とみなすことができる。
【００６５】
　抑制電力推定部１８は、売電停止時刻における抑制電力と売電再開時刻における抑制電
力との平均値（抑制電力平均値）を求める。さらに、抑制電力推定部１８は、売電停止時
刻と売電開始時刻との差を、売電停止期間の時間長さとして求める。そして、抑制電力推
定部１８は、抑制電力平均値を売電停止期間の時間長さで積分することで、売電停止期間
中の抑制電力量を求める。
【００６６】
　損失導出部１９は、電力料金単価の情報を予め保持しており、売電停止期間中の抑制電
力量と、電力料金単価の情報とから、売電停止状態による損失金額を求める。そして、損
失導出部１９は、損失金額、抑制電力量、売電停止期間の各情報を通知する通知信号を、
情報端末６へ送信する。
【００６７】
　この通知信号を受信した情報端末６は、損失金額、抑制電力量、売電停止期間の各情報
を表示し、必要であれば音声出力も行う。ユーザは、売電停止による損失を知ることがで
きる。
【００６８】
　すなわち、上述の電力管理システム（電力管理装置１）は、配電システムに用いられる
。配電システムは、電力系統Ｌ１から供給される商用電力、および分散電源（太陽光発電
装置４０）の発電電力を負荷７へ供給し、発電電力を電力系統Ｌ１に逆潮流させる逆潮流
動作が可能に構成されている。さらに、配電システムでは、電力系統Ｌ１の系統電圧が上
限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に逆潮流動作が停止する。
【００６９】
　そして、電力管理システムは、データ取得部１２と、レベル設定部１４と、リスク管理
部１５とを備える。データ取得部１２は、系統電圧のデータを取得する。レベル設定部１
４は、少なくともデータ取得部１２が取得した系統電圧に基づいて、電圧逸脱状態の発生
リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定する。リスク管
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理部１５は、設定されたリスクレベルに応じて機器（例えば、情報端末６、電力変換装置
３、蓄電装置５など）を制御する制御信号を送信する。
【００７０】
　したがって、電力管理システムは、電圧逸脱状態の発生リスクに応じて、注意、アドバ
イスなどをユーザへ通知して、ユーザの手動操作によって電圧逸脱状態を抑制する対策を
行うことができる。また、電力管理システムは、機器を自動制御することによって、電圧
逸脱状態を抑制する対策を自動で行うこともできる。すなわち、電力管理システムは、系
統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる。
この結果、逆潮流停止によるユーザの経済的な損失を減らすことができる。
【００７１】
　また、レベル設定部１４は、データ取得部１２が取得した系統電圧の大きさに応じて、
複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定することが好ましい。
【００７２】
　この場合、電力管理システムは、系統電圧の大きさに応じて電圧逸脱状態の発生リスク
を設定でき、発生リスクの設定処理を簡易化できる。
【００７３】
　また、リスク管理部１５は、設定されたリスクレベルが所定レベル（リスクレベル「１
」）になった場合、電圧逸脱状態の注意情報を機器（情報端末６）から通知させる制御信
号を送信することが好ましい。
【００７４】
　この場合、ユーザは、注意情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための対策を講じる
ことができるので、電圧逸脱状態を抑制することができる。
【００７５】
　また、配電システムは、蓄電装置５から負荷７へ電力を供給し、商用電力および分散電
源の発電電力を蓄電装置５が備える蓄電池５３に充電する充電動作がさらに可能に構成さ
れている。そして、リスク管理部１５は、設定されたリスクレベルが所定レベル（リスク
レベル「２」）になった場合、蓄電池５３の充電操作をユーザに要求する動作を機器（情
報端末６）に実行させる制御信号を送信することが好ましい。
【００７６】
　この場合、ユーザは、アドバイス情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための具体的
な対策を知ることができる。したがって、専門的な知識のないユーザであっても、電圧逸
脱状態のリスクを減らすための具体的な対策を実行することができるので、電圧逸脱状態
を抑制することができる。
【００７７】
　また、配電システムは、蓄電装置５から負荷７へ電力を供給し、商用電力および分散電
源の発電電力を蓄電装置５が備える蓄電池５３に充電する充電動作がさらに可能に構成さ
れている。そして、リスク管理部１５は、設定されたリスクレベルが所定レベル（リスク
レベル「３」）になった場合、充電動作の実行を蓄電装置５に指示するための制御信号を
送信することが好ましい。
【００７８】
　この場合、電圧逸脱状態を自動で抑制することができる。
【００７９】
　また、リスク管理部１５は、設定されたリスクレベルが所定レベル（リスクレベル「３
」）になった場合、データ取得部１２が取得した系統電圧の大きさに基づく蓄電池５３の
充電レートの情報を制御信号に付加することが好ましい。
【００８０】
　この場合、電力管理システムは、充電制御による系統電圧の発振を抑えることができる
。
【００８１】
　また、配電システムは、蓄電装置５から負荷７へ電力を供給し、商用電力および分散電
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源の発電電力を蓄電装置５が備える蓄電池５３に充電する充電動作がさらに可能に構成さ
れており、電力管理システム（電力管理装置１）は、以下の動作を行うことが好ましい。
リスク管理部１５は、設定されたリスクレベルが第１レベル（リスクレベル「１」）にな
った場合、電圧逸脱状態の注意情報を機器（情報端末６）から通知させる第１制御信号を
送信する。また、リスク管理部１５は、設定されたリスクレベルが第１レベルより高い第
２レベル（リスクレベル「１」）になった場合、蓄電池５３の充電操作をユーザに要求す
る動作を機器（情報端末６）に実行させる第２制御信号を送信する。また、リスク管理部
１５は、設定されたリスクレベルが第２レベルより高い第３レベル（リスクレベル「３」
）になった場合、充電動作の実行を蓄電装置５３に指示するための第３制御信号を送信す
る。
【００８２】
　この場合、リスクレベルを３段階に分けて、リスクレベル毎に異なる制御信号を送信す
るので、各リスクレベルに適した機器制御を行うことができる。
【００８３】
　また、配電システムにおいて、逆潮流動作によって電力系統Ｌ１に逆潮流した電力は売
電され、電圧逸脱状態が発生したことによって逆潮流動作が停止した場合、逆潮流動作が
停止した期間における発電電力は、負荷７が消費する総需要電力以下となるように調整さ
れる。そして、電力監視システムは、逆潮流動作が停止した場合に抑制された発電電力で
ある抑制電力を推定する抑制電力推定部１８と、抑制電力による損失に関する損失データ
を作成し、損失データを送信する損失導出部１９とをさらに備えることが好ましい。
【００８４】
　この場合、ユーザは、売電停止による損失を知ることができる。
【００８５】
　また、分散電源は、太陽光発電装置４０であることが好ましい。
【００８６】
　この場合、太陽光発電装置４０の発電電力を売電する場合に、系統電圧が電圧逸脱状態
となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる。
【００８７】
　　（実施形態２）
　本実施形態の電力管理装置１Ａを用いた配電システムの構成を図４に示す。なお、実施
形態１と同様の構成には同一の符号を付して説明は省略する。
【００８８】
　電力管理装置１Ａは、付加情報取得部１０１、履歴記憶部１０２、逸脱検知部１０３、
学習部１０４をさらに備える。
【００８９】
　付加情報取得部１０１は、ルータなどを経由して外部のインターネットなどの広域ネッ
トワークに接続し、広域ネットワーク上のサーバから、需要家施設が属する地域の天気情
報、気温情報を取得する。さらに、電力管理装置１Ａには、カレンダー機能が備えられて
おり、付加情報取得部１０１は、月情報、日情報、および曜日情報も取得することができ
る。なお、月日情報および曜日情報は、データ取得部１２が系統電圧を取得したときの日
の属性情報に相当し、この属性情報には、祝日、連休などの情報も含まれてもよい。
【００９０】
　履歴記憶部１０２には、付加情報取得部１０１が取得した付加情報（天気情報、気温情
報、月情報、曜日情報）の履歴が格納されている。
【００９１】
　そして、本実施形態においては、表２に示す基準情報が基準情報記憶部１３に格納され
ている。本実施形態の基準情報は、３つのリスクレベルのそれぞれに系統電圧および付加
情報を対応付けており、表２は、基準情報のテーブル構造を示す。表２に一例を示す基準
情報では、付加情報として、月、天気、気温、時刻、曜日が含まれている。
【００９２】
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【表２】

【００９３】
　以下、図５のフローチャートを用いて説明する。
【００９４】
　まず、データ取得部１２は、分電盤２から、系統電圧の計測データを取得する（Ｓ１）
。付加情報取得部１０１は、付加情報を取得する（Ｓ２）。
【００９５】
　そして、レベル設定部１４は、データ取得部１２が取得した系統電圧、および付加情報
取得部１０１が取得した付加情報（すなわち、現在の系統電圧、付加情報）を、基準情報
記憶部１３に格納されている基準情報と照合する（Ｓ３）。なお、レベル設定部１４は、
表２に示す月、天気、気温、時刻、曜日の全ての付加情報を照合に用いる必要はなく、本
実施形態では、天気、気温、曜日の各付加情報を照合に用いる。
【００９６】
　レベル設定部１４は、現在の系統電圧および付加情報に一致する基準情報のレコード（
表２における基準情報テーブルの各行を１つのレコードとする）があれば、このレコード
内のリスクレベルを設定する（Ｓ４）。
【００９７】
　リスク管理部１５は、レベル設定部１４によって設定されたリスクレベルが「１」であ
るか否かを判断する（Ｓ５）。そして、リスク管理部１５は、設定されたリスクレベルが
「１」であれば、電圧逸脱状態が発生するリスクが低レベルであると判断して、電圧逸脱
状態の注意情報を通知する通知信号（第１制御信号）を、情報端末６へ送信する（Ｓ６）
。この通知信号は、例えば「３時間後に系統電圧が逸脱します。」という注意情報のメッ
セージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。
【００９８】
　設定されたリスクレベルが「１」でなければ、リスク管理部１５は、レベル設定部１４
によって設定されたリスクレベルが「２」であるか否かを判断する（Ｓ７）。そして、リ
スク管理部１５は、設定されたリスクレベルが「２」であれば、電圧逸脱状態が発生する
リスクが中レベルであると判断して、蓄電池５３の充電操作をユーザに要求する要求信号
（第２制御信号）を、情報端末６へ送信する（Ｓ８）。この要求信号は、例えば「２時間
後に系統電圧が逸脱します。蓄電池の充電制御を行ってください。」というアドバイス情
報のメッセージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。
【００９９】
　設定されたリスクレベルが「２」でなければ、リスク管理部１５は、レベル設定部１４
によって設定されたリスクレベルが「３」であり、電圧逸脱状態が発生するリスクが高レ
ベルであると判断する。そして、リスク管理部１５は、蓄電池５３を充電する充電動作の
実行を蓄電装置５に指示するための充電制御信号（第３制御信号）を、電力変換装置３へ
送信する（Ｓ９）。電力変換装置３では、制御部３３が、蓄電装置５に対して充電制御の
実行を指示する。
【０１００】
　また、リスク管理部１５は、リスクレベルが「３」である場合、蓄電池５３の充電を自
動で行う旨をユーザに通知する通知信号を、情報端末６へ送信する。この通知信号は、例
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えば「１時間後に系統電圧が逸脱します。蓄電池を充電制御します。」というメッセージ
を表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。
【０１０１】
　したがって、電圧逸脱状態のリスクがある場合、そのリスクレベルに応じて、情報端末
６からメッセージを通知させたり、蓄電池５３の充電制御を自動で行うことによって、系
統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。
【０１０２】
　本実施形態の基準情報は、基準情報記憶部１３に予め記憶された基準情報を用いること
ができるが、以下の学習機能によって、基準情報のレコードが追加される構成であっても
よい。
【０１０３】
　具体的に、電力管理装置１Ａは、系統電圧を監視し、電圧逸脱状態のリスクレベルに応
じて機器制御を行うが、機器制御を実行しても系統電圧が逸脱し、売電停止状態になる場
合がある。そこで、本実施形態では、電圧逸脱状態が発生した時点から１時間前、２時間
前、３時間前のそれぞれの系統電圧および付加情報を、基準情報に追加することができる
。
【０１０４】
　まず、逸脱検知部１０３は、データ取得部１２が取得した系統電圧が上限電圧（例えば
１０７Ｖ）を上回ると、電圧逸脱状態が発生したことを検知する。
【０１０５】
　そして、学習部１０４は、電圧逸脱状態が発生した時点から３時間前の系統電圧をデー
タ記憶部１６から読み出し、さらに電圧逸脱状態が発生した時点から３時間前の付加情報
を履歴記憶部１０２から読み出す。学習部１０４は、この３時間前の系統電圧および付加
情報の組み合わせを、リスクレベル「１」に対応する基準情報の新たなレコードとして基
準情報記憶部１３に書き込む。
【０１０６】
　また、学習部１０４は、電圧逸脱状態が発生した時点から２時間前の系統電圧をデータ
記憶部１６から読み出し、さらに電圧逸脱状態が発生した時点から２時間前の付加情報を
履歴記憶部１０２から読み出す。学習部１０４は、この２時間前の系統電圧および付加情
報の組み合わせを、リスクレベル「２」に対応する基準情報の新たなレコードとして基準
情報記憶部１３に書き込む。
【０１０７】
　また、学習部１０４は、電圧逸脱状態が発生した時点から１時間前の系統電圧をデータ
記憶部１６から読み出し、さらに電圧逸脱状態が発生した時点から１時間前の付加情報を
履歴記憶部１０２から読み出す。学習部１０４は、この１時間前の系統電圧および付加情
報の組み合わせを、リスクレベル「３」に対応する基準情報の新たなレコードとして基準
情報記憶部１３に書き込む。
【０１０８】
　したがって、電圧逸脱状態が実際に発生した場合に上述の学習機能を実行して、新たな
基準情報のレコードを作成するので、電力管理装置１Ａは、電圧逸脱状態のリスクレベル
を高精度に判断可能な基準情報を用いることができる。したがって、電力管理装置１Ａは
、電圧逸脱状態のリスクレベルを精度よく設定することができる。
【０１０９】
　また、学習部１０４は、系統電圧が上限電圧を上回っていなくても、系統電圧が上限電
圧近傍の準上限電圧（例えば、１０６Ｖ）に達した場合、この時点から１時間前、２時間
前、３時間前のそれぞれの系統電圧および付加情報を読み出してもよい。この場合、学習
部１０４は、読み出した系統電圧および付加情報を用いることで、基準情報を変更、追加
することができる。なお、この準上限電圧は、ユーザの操作などによって変更することが
できる。
【０１１０】
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　また、レベル設定部１４は、図５のフローチャートにおけるステップＳ３の照合処理に
おいて、取得した系統電圧および付加情報（現在の系統電圧および付加情報）に一致する
基準情報のレコードがない場合、図６のステップＳ１１の動作を実行してもよい。なお、
付加情報として、天気情報、気温情報を用いる。
【０１１１】
　具体的に、レベル設定部１４は、ステップＳ３の照合処理において、現在の系統電圧が
基準情報のいずれかのレコードに一致するが、付加情報（天気情報、気温情報）がその基
準情報に一致しないとする。
【０１１２】
　この場合、レベル設定部１４は、現在の天気、気温に基づいて、以下の拡張条件が成立
するか否かを判断する（Ｓ１１）。天気、気温のそれぞれの状態に応じてサブリスク値を
予め設定しておき、現在の天気、気温のサブリスク値の合計が所定値以上であれば、拡張
条件が成立したと判断される。レベル設定部１４は、拡張条件が成立したと判断すると、
リスクレベルを最低レベルである「１」に設定する。
【０１１３】
　天気は、例えば晴れ、晴れのち（時々）曇り、曇り、曇りのち（時々）雨、雨、雪に分
類される。サブリスク値は、晴れ「６」、晴れのち（時々）曇り「５」、曇り「４」、曇
りのち（時々）雨「３」、雨「２」、雪「１」となる。すなわち、日射量が多くて、太陽
光発電装置４０の発電電力が多いほど、サブリスク値は高くなる。
【０１１４】
　また、気温は、例えば３０℃以上、２０℃以上３０℃未満、１０℃以上２０℃未満、０
℃以上１０℃未満、０℃未満に分類される。サブリスク値は、３０℃以上「５」、２０℃
以上３０℃未満「４」、１０℃以上２０℃未満「３」、０℃以上１０℃未満「２」、０℃
未満「１」となる。すなわち、気温が高いほど日射量が多く、太陽光発電装置４０の発電
電力が増大すると推測されるので、サブリスク値は高くなる。なお、気温のサブリスク値
は、太陽電池４の表面温度を考慮した値に設定されてもよい。
【０１１５】
　この場合、レベル設定部１４は、現在の天気、気温のサブリスク値の合計が「５」以上
であれば、リスクレベルを最低レベルである「１」に設定する。
【０１１６】
　したがって、現在の系統電圧および付加情報に一致する基準情報のレコードがない場合
でも、付加情報のサブリスクに基づいてリスクレベルを設定することができるので、リス
クレベルの設定精度が向上する。
【０１１７】
　次に、本実施形態の第１変形例について説明する。第１変形例の電力管理装置１Ａは、
図７に示すように、予測部１０５、ＤＲ取得部１０６をさらに備える。
【０１１８】
　予測部１０５は、現在から所定時間内にリスクレベルが「３」になるか否かを予測する
機能を有する。具体的に、予測部１０５は、データ取得部１２が取得した系統電圧、およ
び付加情報取得部１０１が取得した付加情報（すなわち、現在の系統電圧、付加情報）と
、基準情報（表２参照）とに基づいて、例えば３時間後にリスクレベルが「３」になる可
能性を導出する。例えば、現在のリスクレベルが「２」以下である場合、予測部１０５は
、現在の系統電圧および付加情報と、基準情報においてリスクレベル「３」に対応する系
統電圧および付加情報との差を定量的に求める。例えば、付加情報として、天気情報と気
温情報とを用いる場合、天気情報の差は、異なる天気間（例えば晴れと雨）の差を数値で
予め決めておくことで、天気情報であっても差を定量的に求めることができる。気温情報
の差は、気温の差分となる。
【０１１９】
　そして、予測部１０５は、系統電圧の差分と天気情報の差分と温度情報の差分との合計
（差分合計値）に応じて、何時間後にリスクレベルが「３」になるかを予測することがで
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ベルが「３」になると予測する。差分合計値が大きければ、予測部１０５は、現在から５
時間後にリスクレベルが「３」になると予測する。
【０１２０】
　すなわち、予測部１０５は、差分合計値に基づいて、現在からＮ時間後にリスクレベル
が「３」になるか否かを予測することができる。
【０１２１】
　Ｎ時間後にリスクレベルが「３」になると予測部１０５が予測した場合、リスク管理部
１５は、蓄電池５３の最新の充電率をデータ記憶部１６から読み出す。そして、リスク管
理部１５は、充電率が所定値（例えば、５０％）以上であれば、蓄電池５３をこの所定値
まで放電させる放電動作の実行を蓄電装置５に指示するための放電制御信号を、電力変換
装置３へ送信する。リスク管理部１５は、現在からＮ時間後の時刻であるＭ時までに蓄電
池５３の充電率が所定値にまで低下するのに必要な放電時間を推定して、放電制御信号の
送信タイミングを決定する。電力変換装置３では、制御部３３が、蓄電装置５に対して放
電制御の実行を指示する。
【０１２２】
　すなわち、リスクレベルが「３」になって蓄電池５３の充電制御が開始されるまでに、
蓄電池５３の充電可能容量が確保されるので、電力管理装置１Ａは、充電制御をより確実
に実行できる。したがって、電力管理装置１Ａは、より確実に系統電圧の上昇を抑えて、
電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。
【０１２３】
　また、電力会社またはアグリゲータ（Aggregator）などによって、電力ピークカットの
ためのデマンドレスポンスを用いたサービスが提案されている。このデマンドレスポンス
は、将来の電力需要量が電力供給量に逼迫すると予測される場合、将来の電力抑制期間に
商用電力の使用量を抑制することを顧客に対して、デマンドレスポンス信号（以降、ＤＲ
（Demand Response）信号と称す）を用いて予め要請する。なお、デマンドレスポンス信
号は、所定期間における蓄電池５３の放電を要求する要求信号に相当する。
【０１２４】
　そこで、ＤＲ取得部１０６は、ルータなどを経由して外部のインターネットなどの広域
ネットワークに接続し、電力会社またはアグリゲータなどから送信されたＤＲ信号を受信
（取得）する。そして、リスク管理部１５は、ＤＲ信号で指示される内容に基づいて放電
制御信号を作成し、この放電制御信号を電力変換装置３へ送信する。電力変換装置３では
、制御部３３が、蓄電装置５に対して放電制御の実行を指示する。
【０１２５】
　しかしながら、リスクレベルが「３」になると予測部１０５が予測した時刻Ｍ時が、Ｄ
Ｒ信号によって指示された電力抑制期間に重なる（重複する）場合がある。すなわち、時
刻Ｍ時に行われる充電制御と、電力抑制期間に行われる放電制御とが重複してしまう。
【０１２６】
　そこで、リスク管理部１５は、リスクレベル「３」をさらに「３：高」、「３：低」の
２つに細分化する。そして、リスク管理部１５は、電力逸脱状態のリスク抑制のための充
電制御とＤＲ信号による放電制御とが重複した場合に、表３にしたがってＭ時以降の蓄電
池制御の内容を決定する。
【０１２７】
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【表３】

【０１２８】
　リスクレベル「３：高」は、リスクレベル「３：低」に比べて、電圧逸脱状態が発生す
るリスク（可能性）が高い状態である。なお、基準情報がリスクレベル「３：高」、リス
クレベル「３：低」のそれぞれに対応して作成されることで、予測部１０５は、系統電圧
および付加情報に基づいて、リスクレベル「３：高」、リスクレベル「３：低」の発生予
測を行うことができる。
【０１２９】
　例えば、予測部１０５が予測したＭ時におけるリスクレベルが「３：高」である場合、
電圧逸脱状態のリスクが電力逼迫のリスクより高いと判断されて、リスク管理部１５は、
ＤＲ信号有り、ＤＲ信号無しの両方で、Ｍ時以降の蓄電池制御を充電制御に設定する。
【０１３０】
　また、予測部１０５が予測したＭ時におけるリスクレベルが「３：低」である場合、電
力逼迫のリスクが電圧逸脱状態のリスクより高いと判断されて、リスク管理部１５は、Ｄ
Ｒ信号有りであれば、Ｍ時以降の蓄電池制御を放電制御に設定する。一方、ＤＲ信号無し
であれば、リスク管理部１５は、電圧逸脱状態のリスクを抑制するために、Ｍ時以降の蓄
電池制御を充電制御に設定する。
【０１３１】
　また、予測部１０５が予測したＭ時におけるリスクレベルが「２以下」である場合、電
力逼迫のリスクが電圧逸脱状態のリスクより高いと判断されて、リスク管理部１５は、Ｄ
Ｒ信号有りであれば、Ｍ時以降の蓄電池制御を放電制御に設定する。一方、ＤＲ信号無し
であれば、リスク管理部１５は、充電制御および放電制御を行わない。
【０１３２】
　したがって、電力逸脱状態のリスク抑制のための充電制御とＤＲ信号による放電制御と
が重複した場合でも、蓄電池５３の充電制御と放電制御とを、リスクに応じて適切に切り
替えることができる。
【０１３３】
　次に、本実施形態の第２変形例について説明する。第２変形例の電力管理装置１Ａは、
図８に示すように、降下電圧記憶部１０７をさらに備える。
【０１３４】
　降下電圧記憶部１０７は、一例として表４のテーブル構造を備える降下電圧情報を記憶
している。
【０１３５】
【表４】

【０１３６】
　蓄電池５３の充電制御が行われた場合や、需要家施設内の総需要電力が増加した場合は
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、一般に系統電圧が低下する。そこで、学習部１０４は、蓄電池５３の充電制御が行われ
た場合や、需要家施設内の総需要電力が増加した場合に、系統電圧の計測データに基づい
て系統電圧の降下分（降下電圧）を求める。さらに、学習部１０４は、系統電圧の降下の
要因となった充電電力量または総需要電力の増加量を、充電電力または総需要電力の計測
データに基づいて求めて、増加電力量とする。さらに、学習部１０４は、降下電圧が発生
したときの付加情報（曜日情報、天気情報）を履歴記憶部１０２から読み出す。そして、
学習部１０４は、月日、時刻、曜日、天気、増加電力量、降下電圧の各情報を降下電圧情
報に追加する。すなわち、学習部１０４は、系統電圧の降下電圧と増加電力量との関係を
学習し、降下電圧情報として降下電圧記憶部１０７に格納する。
【０１３７】
　そして、リスク管理部１５は、リスクレベルが「３」である場合、蓄電池５３を充電す
る充電動作の実行を蓄電装置５に指示するための充電制御信号を、電力変換装置３へ送信
する（図５のステップＳ９）。このとき、リスク管理部１５は、現在の系統電圧から、予
め決められた中心電圧（例えば、１０１Ｖ）を引いた値である電圧差を、降下電圧情報に
照合する。具体的に、リスク管理部１５は、電圧差に等しい（または最も近い）降下電圧
に対応する増加電力量を抽出し、この増加電力量の情報を充電制御信号に付加する。
【０１３８】
　電力変換装置３では、制御部３３が、蓄電装置５に対して、充電電力量が増加電力量に
一致するように充電制御の実行を指示する。すなわち、この充電制御によって、系統電圧
が中心電圧にまで低下するように充電電力量が設定される。
【０１３９】
　したがって、電力管理装置１Ａは、充電制御によって系統電圧が低くなり過ぎるオーバ
シュートや、系統電圧の発振を抑制できる。
【０１４０】
　また、電力管理装置１Ａのリスク管理部１５は、リスクレベルが「３」である場合、蓄
電池５３の充電制御以外に、需要電力が増大する方向に負荷７の動作を制御することもで
きる。リスク管理部１５は、負荷７に対して制御信号を送信する。この場合、太陽光発電
装置４０の発電電力は負荷７の需要電力に用いられるので、逆潮流電力を減らして、系統
電圧の上昇を抑えることで、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。また、分電盤
２から供給される商用電力が負荷７の需要電力に用いられる場合も、電力系統Ｌ１から見
た需要が増えることになるので、系統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを
減らすことができる。
【０１４１】
　上述の電力管理システム（電力管理装置１Ａ）は、付加情報取得部１０１と、基準情報
記憶部１３とをさらに備える。付加情報取得部１０１は、データ取得部１２が系統電圧を
取得したときの状況に対応する付加情報を取得する。基準情報記憶部１３は、複数のリス
クレベルのそれぞれに系統電圧および付加情報を対応付けた基準情報を記憶している。そ
して、レベル設定部１４は、データ取得部１２が取得した系統電圧および付加情報取得部
１０１が取得した付加情報を基準情報に照合することによって、複数のリスクレベルから
、いずれかのリスクレベルを設定する。
【０１４２】
　この場合、系統電圧だけでなく、天気情報、気温情報、曜日情報などの付加情報も併せ
て用いることで、リスクレベルの設定精度がより向上する。
【０１４３】
　また、電力管理システム（電力管理装置１Ａ）は、履歴記憶部１０２と、逸脱検知部１
０３と、学習部１０４とをさらに備えることが好ましい。履歴記憶部１０２は、データ取
得部１２が取得した系統電圧および付加情報取得部１０１が取得した付加情報の履歴であ
る履歴情報を格納する。逸脱検知部１０３は、電圧逸脱状態が発生したことを検知する。
学習部１０４は、電圧逸脱状態が発生したことが検知された場合に、電圧逸脱状態が発生
した時点から所定時間前の系統電圧および付加情報を、所定時間の時間長さに応じたリス
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クレベルに対応付けて、基準情報記憶部１３に格納する。
【０１４４】
　この場合、電圧逸脱状態が実際に発生した場合に学習機能を実行して、新たな基準情報
のレコードを作成するので、電力管理装置１Ａは、電圧逸脱状態のリスクレベルを高精度
に判断可能な基準情報を用いることができる。したがって、電力管理装置１Ａは、電圧逸
脱状態のリスクレベルを精度よく設定することができる。
【０１４５】
　また、付加情報は、データ取得部１２が系統電圧を取得したときの天気情報、データ取
得部１２が系統電圧を取得したときの気温情報、データ取得部１２が系統電圧を取得した
ときの日の属性情報の少なくとも１つであることが好ましい。
【０１４６】
　この場合、天気、気温、日の属性を考慮してリスクレベルを設定できるので、リスクレ
ベルの設定精度がより向上する。
【０１４７】
　また、リスクレベルが所定レベル（リスクレベル「３」）になるか否かを予測する予測
部１０５をさらに備えることが好ましい。そして、リスクレベルが所定レベルになると予
測部１０５が予測した場合に、リスク管理部１５は、リスクレベルが所定レベルになると
予測されるタイミングまでに蓄電池５３の放電を蓄電装置５に指示する制御信号を送信す
る。
【０１４８】
　この場合、蓄電池５３の充電制御が開始されるまでに、蓄電池５３の充電可能容量が確
保されるので、電力管理装置１Ａは、充電制御をより確実に実行できる。したがって、電
力管理装置１Ａは、より確実に系統電圧の上昇を抑えて、電圧逸脱状態のリスクを減らす
ことができる。
【０１４９】
　また、所定期間における蓄電池５３の放電を要求する要求信号を受信するＤＲ取得部を
さらに備えることが好ましい。そして、リスクレベルが所定レベル（リスクレベル「３」
）になると予測されるタイミングと、所定期間とが重複する場合、リスク管理部１５は、
予測されるタイミングにおいて電圧逸脱状態が発生する可能性と要求信号の有無とに応じ
て、予測されるタイミングまでに蓄電装置５に指示する制御を蓄電池５３の放電または蓄
電池５３の充電に設定する。
【０１５０】
　この場合、電力逸脱状態のリスク抑制のための充電制御とＤＲ信号による放電制御とが
重複した場合でも、蓄電池５３の充電制御と放電制御とを、リスクに応じて適切に切り替
えることができる。
【０１５１】
　また、上述の電力管理方法は、配電システムに用いられる。この配電システムでは、電
力系統Ｌ１から供給される商用電力、および分散電源（太陽光発電装置４０）の発電電力
を負荷７へ供給し、発電電力を電力系統Ｌ１に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され
ている。また、電力系統Ｌ１の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合
に逆潮流動作が停止する。そして、この電力管理方法は、以下の各ステップを備える。
・系統電圧のデータを取得するデータ取得ステップ
・少なくとも取得した系統電圧に基づいて、電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリ
スクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定ステップ
・設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理ステッ
プ
　したがって、この電力管理方法も、上記同様の効果を奏し得る。すなわち、この電力管
理方法は、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えるこ
とができる。この結果、逆潮流停止によるユーザの経済的な損失を減らすことができる。
【０１５２】
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　また、電力管理装置１または１Ａは、コンピュータを搭載しており、このコンピュータ
がプログラムを実行することによって、上述の電力管理装置１または１Ａの演算機能が実
現されている。コンピュータは、プログラムを実行するプロセッサを備えたデバイスと、
他の装置との間でデータを授受するためのインターフェイス用のデバイスと、データを記
憶するための記憶用のデバイスとを主な構成要素として備える。プロセッサを備えたデバ
イスは、半導体メモリと別体であるＣＰＵ（Central Processing Unit）またはＭＰＵ（M
icro Processing Unit）のほか、半導体メモリを一体に備えるマイコンのいずれであって
もよい。記憶用のデバイスは、半導体メモリのようにアクセス時間が短い記憶装置と、ハ
ードディスク装置のような大容量の記憶装置とが併用される。
【０１５３】
　プログラムの提供形態としては、コンピュータに読み取り可能なＲＯＭ（Read Only Me
mory）、光ディスク等の記録媒体に予め格納されている形態、インターネット等を含む広
域通信網を介して記録媒体に供給される形態等がある。
【０１５４】
　上述のプログラムは、配電システムに用いられる。この配電システムでは、電力系統Ｌ
１から供給される商用電力、および分散電源（太陽光発電装置４０）の発電電力を負荷７
へ供給し、発電電力を電力系統Ｌ１に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成されている。
また、電力系統Ｌ１の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に逆潮流
動作が停止する。そして、このプログラムは、コンピュータを、データ取得部１２と、レ
ベル設定部１４と、リスク管理部１５として機能させることを特徴とする。データ取得部
１２は、系統電圧のデータを取得する。レベル設定部１４は、少なくともデータ取得部１
２が取得した系統電圧に基づいて、電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベ
ルから、いずれかのリスクレベルを設定する。リスク管理部１５は、設定されたリスクレ
ベルに応じて機器を制御する制御信号を送信する。
【０１５５】
　したがって、コンピュータを電力管理システム（電力管理装置１または１Ａ）として機
能させるプログラムも、上記同様の効果を奏し得る。すなわち、このプログラムは、系統
電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる。こ
の結果、逆潮流停止によるユーザの経済的な損失を減らすことができる。
【０１５６】
　また、上述の電力管理方法、プログラムについても、上述の各実施形態および各変形例
の構成、動作を適用することが可能であり、上記同様の効果を得ることができる。
【０１５７】
　また、電力管理装置１の各部は、上述のように需要家施設内の１台の電力管理装置１に
備えられていてもよいが、複数の装置に分散されていてもよい。例えば、ネットワーク上
のサーバにレベル設定部１４、リスク管理部１５を設けてもよく、あるいはクラウドコン
ピュータシステムが、電力管理装置１の各部を構成してもよい。さらには、需要家施設内
の複数の装置が、電力管理装置１の各部を分散して備えていてもよい。
【０１５８】
　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態
に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸
脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【０１５９】
　１，１Ａ　電力管理装置
　１１　宅内通信部
　１２　データ取得部
　１３　基準情報記憶部
　１４　レベル設定部
　１５　リスク管理部
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　１６　データ記憶部
　１７　停止期間検出部
　１８　抑制電力推定部
　１９　損失導出部
　１０１　付加情報取得部
　１０２　履歴記憶部
　１０３　逸脱検知部
　１０４　学習部
　１０５　予測部
　１０６　ＤＲ取得部
　１０７　降下電圧記憶部
　２　分電盤
　２２　電圧計測部
　３　電力変換装置
　４　太陽電池
　４０　太陽光発電装置
　５　蓄電装置
　５３　蓄電池
　６　情報端末
　７　負荷
　８　商用電源
　Ｌ１　電力系統

【図１】 【図２】
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